
１
．
医
師
少
数
区
域
等
で
勤
務
し
た
医
師
を
評
価
す
る
制
度
の
創
設
【
医
療
法
】

医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
一
定
期
間
の
勤
務
経
験
を
通
じ
た
地
域
医
療
へ
の
知
見
を
有
す
る
医
師
を
厚
生
労
働
大
臣
が
評
価
・
認
定
す

る
制
度
の
創
設
や
、
当
該
認
定
を
受
け
た
医
師
を
一
定
の
病
院
の
管
理
者
と
し
て
評
価
す
る
仕
組
み
の
創
設

２
．
都
道
府
県
に
お
け
る
医
師
確
保
対
策
の
実
施
体
制
の
強
化
【
医
療
法
】

都
道
府
県
に
お
い
て
P
D
CA
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
実
効
的
な
医
師
確
保
対
策
を
進
め
る
た
め
の
「
医
師
確
保
計
画
」
の
策
定
、
都
道
府
県
と

大
学
、
医
師
会
等
が
必
ず
連
携
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
「
地
域
医
療
対
策
協
議
会
」
の
機
能
強
化
、
効
果
的
な
医
師
の
配
置
調
整
等
の

た
め
の
地
域
医
療
支
援
事
務
の
見
直
し

等

３
．
医
師
養
成
過
程
を
通
じ
た
医
師
確
保
対
策
の
充
実
【
医
師
法
、
医
療
法
】

医
師
確
保
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
医
師
養
成
過
程
を
次
の
と
お
り
見
直
し
、
各
過
程
に
お
け
る
医
師
確
保
対
策
を
充
実

・
医
学
部
：
都
道
府
県
知
事
か
ら
大
学
に
対
す
る
地
域
枠
・
地
元
出
身
入
学
者
枠
の
設
定
・
拡
充
の
要
請
権
限
の
創
設

・
臨
床
研
修
：
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
、
研
修
医
の
募
集
定
員
の
設
定
権
限
の
国
か
ら
都
道
府
県
へ
の
移
譲

・
専
門
研
修
：
国
か
ら
日
本
専
門
医
機
構
等
に
対
し
、
必
要
な
研
修
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
要
請
す
る
権
限
の
創
設

都
道
府
県
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

、
国
か
ら

日
本
専
門
医
機
構
等
に
対
し
、
地
域
医
療
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
の
実
施

を
意
見
す
る
仕
組
み
の
創
設

等

４
．
地
域
の
外
来
医
療
機
能
の
偏
在
・
不
足
等
へ
の
対
応
【
医
療
法
】

外
来
医
療
機
能
の
偏
在
・
不
足
等
の
情
報
を
可
視
化
す
る
た
め
、
二
次
医
療
圏
を
基
本
と
す
る
区
域
ご
と
に
外
来
医
療
関
係
者
に
よ
る
協

議
の
場
を
設
け
、
夜
間
救
急
体
制
の
連
携
構
築
な
ど
地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
機
関
間
の
機
能
分
化
・
連
携
の
方
針
と
併
せ
て
協
議
・
公
表

す
る
仕
組
み
の
創
設

５
．
そ
の
他
【
医
療
法
等
】

・
地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
図
る
た
め
の
、
医
療
機
関
の
開
設
や
増
床
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
追
加

・
健
康
保
険
法
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備

等

医
療
法
及
び
医
師
法
の

医
療
法
及
び
医
師
法
の

医
療
法
及
び
医
師
法
の

医
療
法
及
び
医
師
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
部
改
正
に
つ
い
て

一
部
改
正
に
つ
い
て

一
部
改
正
に
つ
い
て

地
域
間
の
医
師
偏
在
の
解
消
等
を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
医
療
計
画
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
関

す
る
事
項
の
策
定
、
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
権
限
及
び
研
修
医
定
員
の
決
定
権
限
の
都
道
府
県
へ
の
移
譲
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

改
正
の
趣
旨

2
0
1
9
年
４
月
１
日
。
（
た
だ
し
、
２
の
う
ち
地
域
医
療
対
策
協
議
会
及
び
地
域
医
療
支
援
事
務
に
係
る
事
項
、
３
の
う
ち
専
門
研
修
に
係
る
事
項
並
び
に

５
の
事
項
は
公
布
日
、
１
の
事
項
及
び
３
の
う
ち
臨
床
研
修
に
係
る
事
項
は
2
0
2
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
。
）

施
行
期
日

改
正
の
概
要

１

資
料
１

資
料
１

資
料
１

資
料
１

．
医
師
少
数
区
域
等
で
勤
務
し
た
医
師
を

す
る
制

の
創
設
に
つ
い
て

．
医
師
少
数
区
域
等
で
勤
務
し
た
医
師
を

す
る
制

の
創
設
に
つ
い
て

＜
認
定
医
師
＞

①
「

医
師

少
数

区
域

」
等

*に
お

け
る

医
の

に
す

る
定
の
勤
務
経

を
通
じ
た
地
域
医

へ
の
知

を
す
る
医
師
を
厚
生

労
働
大
臣
が
認
定

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
（

2020
４

月
１

日
施

）
＜

定
の
病

の
者
と
し
て
の

＞
②

「
医

師
少

数
区

域
」

等
に

お
け

る
医

の
確

保
の

た
め

に
必

要
な

を
病

院
そ

の
の

で
定

め
る

病
院

の
開

設
者

は
、

の
認
定
を

け
た
医
師
等
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

。
（

2020
４

月
１

日
施

※）
※

 施
日

に
す

る
者

に
の

み
。

＜
医

機
関
の

数
要

の
確

＞
③

病
院

等
の

者
が

「
医

師
少

数
区

域
」

等
に

開
設

す
る

の
等

を
し

よ
と

す
る

に
、

都
道

府
県

が
可

を
要

を
確

す
る

。
（

公
日

施
）

２

○
医

師
の

少
な

い
地

域
で

の
勤

務
を促

す
た

め
、都

道
府

県
、大

学
医

、地
域

の
医

機
関

等
の

関
者

の
連

携
に

より、医
師

の
少

な
い

地
域

で
医

師
が

疲
弊

しな
い

持
続

可
能

な
環

境
を

整
備

す
る

ととも
に

、医
師

少
数

区
域

等
で

の
一

定
期

間
の

勤
務

経
験

を評
価

す
る

仕
組

み
が

必
要

。

基
本

的
な

考
え

方

の
内
容
（
い

れ
医

）

医
学
部
（
６
年
）

大
学
病
院

・
臨
床
研
修
病
院

専
門
教
育

勤
務
医
等

準
備
教
育

臨
床
前
医
学
教
育
診
療
参
加
型

臨
床
実
習

２
年

入学試験

高
等
学
校

３
年

３
年
以
上

専
門
研
修

管
理
者

臨
床
研
修

医師国家

試験合格

臨床研修

修了
申

請
に

基
づ

き
、厚
生
労
働
大

臣
が

医
師

少
数

区
域

等
に

お
け

る
医

に
関

す
る

知
・経

験
を

認
定

医
研
修
の
研
修

期
間
を

す
る

よ
り強
化
した
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
を

研
修

院
に
設
け
る

※
 医

機
関

に
対

す
る

も

*「
医

師
少

数
区

域
」

に
つ

い
て

は
、

「
２

．
都

道
府

県
に

お
け

る
医

師
確

保
対

策
の

実
施

体
制

の
整

備
に

つ
い

て
」

の
法

案
の

内
容

の
①

に
あ

る
と

お
り

、
国

が
定

め
る

「
医

師
偏

在
指

標
」

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
が

「
医

師
少

数
区

域
」

又
は

「
医

師
多

数
区

域
」

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

医
師

少
数

区
域

の
医

機
に

お
け

る
勤

務
と

同
等

の
経

験
が

得
ら

れ
た

と
認

め
ら

れ
る

者
の

範
囲

等
を

今
後

検
討

。

医
師

等
で
の
定

の
専門医資格

取得
医

機
関
・都
道
府
県
が

を

共用試験



（
人

）

平
成
2
9
年

過
去
最
大
の

過
去
最
大
の

過
去
最
大
の

過
去
最
大
の
9
,4
2
0
人人人 人

う
ち
地
域
枠

う
ち
地
域
枠

う
ち
地
域
枠

う
ち
地
域
枠
1
,6
7
4
人人人 人

1
,7
9
5
人
の
増
員

人
の
増
員

人
の
増
員

人
の
増
員

医
学
部
入
学
定
員
の
年
次
推
移

医
学
部
入
学
定
員
の
年
次
推
移

医
学
部
入
学
定
員
の
年
次
推
移

医
学
部
入
学
定
員
の
年
次
推
移

２
．
都
道
府
県
に
お
け
る
医
師
確
保
対
策
の
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

２
．
都
道
府
県
に
お
け
る
医
師
確
保
対
策
の
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

３

の
内
容
（
い

れ
医

）
＜
医
師
確
保
計
画
の
策
定
＞

①
医

に
お

い
て

、
医

と
に

、
新

た
に

国
が

定
め

る
「

医
師

偏
在

指
標

」
を

踏
ま

え
た
医
師
の
確
保
数
の
目
標
・
対
策

を
含
む
「
医
師
確
保
計
画
」
を
策
定

す
る

。
（

2019
４

月
１

日
施

）
※

都
道

府
県

は
、

「
医

師
偏

在
指

標
」

を
踏

ま
え

て
「

医
師

少
数

区
域

」
又

は
「

医
師

多
数

区
域

」
を

設
定

。
＜
地
域
医

対
策
協
議

の
機

＞
②

地
域
医

対
策
協
議

は
、
「
医
師
確
保
計
画
」
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を

う
こ

と
と

す
る

。
（

公
日

施
）

＜
地
域
医

事
務
等
の

し
＞

③
都

道
府

県
は

、
、

医
師

会
、

要
医

機
等

を
構

成
と

す
る
地
域
医

対
策
協
議

の
協
議
に

き
、
地
域
医

事
務
を

う
こ

と
と

す
る

。
ま

た
、
地
域
医

事
務
の
内
容
に
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
や
、
「
医
師
少
数
区
域
」
へ
の

医
師
の
派
遣
等
の
事
務
を
追
加

す
る

。
（

公
日

施
）

④
都

道
府

県
の

域
医

務
と

医
勤

務
務

の
実

施
に

当
た

り
、

に
を

図
ら

な
け

れ
な

ら
な

い
を

定
め

る
。

（
公

日
施

）

○
都

道
府

県
が

、地
域

の
医

ー
を踏

まえ
て

、地
域

医
構

等
の

地
域

の
医

と整
合

的
に

、医
師

対
を主

体
的

に
実

施
す

る
ことが

で
き

る
ような

仕
組

み
として

い
く必

要
。

○
に

、
研

修
を

え
る

地
域

枠
の

医
師

が
増

加
し、医

師
派

遣
等

に
お

い
て

都
道

府
県

の
役

割
が

増
加

す
る

ことも
踏

まえ
、

都
道

府
県

が
大
学
等
の
管
内
の
関
係
者
と連
携
して
医
師
偏
在

対
策
を
進
め
て
い
くことが

で
き
る
体
制
を
構
築

す
る

必
要

。

基
本

的
な

考
え

方
都

道
府

県
・大

学
・医

師
会

・主
要

医
機

関
等

が
合

意
の

上
、医

師
派

遣
方

針
、研

修
施

設
・研

修
医

の
定

員
等

を
協

議 地
域

医
対

協
議

会

2008
増

加
した

地
域

枠
で

の
入

学
者

が
、2016

地
域

医
に

従
事

し始
め

て
い

る
（

2024
に

は
約

1万
人

の
地

域
枠

医
師

が
地

域
医

に
従

事
す

る
み

）
。

（
）

平
成

３
．
医
師
養
成
過
程
を
通
じ
た
医
師
確
保
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

３
．
医
師
養
成
過
程
を
通
じ
た
医
師
確
保
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

の
内
容
（

に
つ
い
て
は
医

、
に
つ
い
て
は
医
師

）
＜
医
学

関
の

し
＞

①
都
道
府
県
知
事
か
ら
大
学
に
対
し
て
、
地
対
協
の
協
議
を
経
た
う
え
で
、
地
域
枠
又
は
地
元
出
身
者
枠
の
創
設
又
は
増
加
を
要
請

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
（

2019
４

月
１

日
施

）
＜

床
研
修
関

の
し
＞

②
法

床
研

修
の

実
施

に
す

る
に

定
め

る
基

に
基

づ
い

て
、
都
道
府
県
知
事
が

床
研
修
病

を
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
2020

４
月

１
日

施
）

③
都
道
府
県
知
事
は
、

が
定

め
る

都
道

府
県

と
の

研
修

医
の

定
の

範
囲

内
で

、
、

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
都
道
府
県
の
区
域
内
に

す
る

床
研
修
病

と
の
研
修
医
の
定

を
定

る
こ

と
と

す
る

。
（

2020
４

月
１

日
施

）
＜
専
門
研
修
関

の
し
＞

④
厚
生
労
働
大
臣
は
、

医
師

の
研

修
機

会
確

保
の

た
め

に
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

研
修

を
実

施
す

る
日

本
専

門
医

機
構

等
に

対
し

、
当

該
研
修
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
措
置
の
実
施
を
要
請

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
ま

た
、
日
本
専
門
医
機
構
等
は
、
医
師
の
研

修
に
関
す
る
計
画
が
医

体
制
に

大
な

を
与
え
る
場
合
に
は
、

ら
か
じ

都
道
府
県
知
事
の

を
聴
い
た
厚
生
労
働
大

臣
の

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と

と
す

る
。

（
公

日
施

）
＜
地
域
医

対
策
協
議

と
の
関

＞
⑤

②
④

に
お

い
て

都
道

府
県

が
に

つ
い

て
は

、
対

の
を

こ
と

と
す

る
。

（
施

日
に

る
）

基
本

的
な

考
え

方

４

地
域
枠
以
外
県

2
0
%
(1
0
0
人
)

地
域
枠
県

地
域
枠
県

地
域
枠
県

地
域
枠
県

8
0
%
(4
0
4
人人人 人
)

地
域
枠
(504人

)
地
元
出
身
者

(地
域
枠
以
外
)(1871人

)

地
元
以
外
県

2
2
%
(4
1
0
人
)

地
元
県

地
元
県

地
元
県

地
元
県

7
8
%
(1
4
6
1
人人人 人
)

地
域
枠
以
外
・

地
元
出
身
者
以
外
(3707人

)

出
身
大
学
以
外
県

6
2
%
(2
2
8
9
人
) 出
身
大
学
県

出
身
大
学
県

出
身
大
学
県

出
身
大
学
県

3
8
%
(1
4
1
8
人人人 人
)

○
医

学
、

研
修

、
研

修
を

、医
師

は
が

研
を

だ
土

地
に

定
着

す
る

との
デ

ー
タも

踏
まえ

、医
師
養
成
過
程
を
通
じた
医
師

偏
在
対
策
を
講
じる

必
要

が
あ

る
。

床
研
修
修

の
勤
務
地



．
地
域
の
外

医
機

の
・

等
へ
の
対

に
つ
い
て

．
地
域
の
外

医
機

の
・

等
へ
の
対

に
つ
い
て

＜
外

医
体
制
の
確
保
＞

①
医

に
、

た
に
外

医
に

る
医

体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
2019

４
月

１
日

施
）

＜
外

医
体
制
の
協
議
の
場
＞

②
都

道
府

県
は

、
医

と
に
外

医
の

体
制
に
関
す
る
事
項

（
域

の
医

機
能

の
状

況
、

医
体

制
構

、
の

進
、

医
設

備
機

等
の

同
等

の
）
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
を
設
け

、
を

い
、

そ
の

結
果

を
取

り
ま

と
め

て
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
（

2019
４

月
１

日
施

）

５

○
医

に
い

て
は

、
所

の
開

設
状

が
都

に
て

お
り、ま

た
、夜

間
救

急
連

携
等

の
医

機
関

間
の

連
携

の
取

組
が

、個
々

の
医

機
関

の
主

的
な

取
組

に
て

い
る

等
の

状
を

踏
ま

え
る

と、

基
本

的
な

考
え

方

の
内
容
（
い

れ
医

）

外
医

に
関
す
る
協
議
の
場
を
設
置

域
医

構
想

整
会

を
し

て
を

こ
と

が
で

き
る

医
を

基
本

と
し

て
設

構
成

医
者

、
医

保
者

、
表

、
等

小
児

科
が

必
要

夜
間

・救
急

体
制

の
構

築
の

た
め

に
は

、
地

域
の

所
の

協
が

必
要

医
へ

の
対

応
が

必
要

（
３

）
の
医
関
係
者
等
に
い
て

医
機
関
間
で
の

機
能
分
化
・連
携
の
方
針
等
に
つ
い
て
協
議

を
うことが

必
要

。

（
１

）
医
機
能
に
関
す
る
情
報
を
可
視
化

し、

（
２

）
その

情
報

を
新

規
開

業
者

等
へ

情
報

提
供

す
る

ととも
に

、

○
在

、
都

道
府

県
に

れ
て

い
る

域
医

構
想

達
成

の
た

め
の

権
限

の
み

で
は

、
人

口
の

減
少

が
進

む
こ

と
等

に
よ

り
、

の
病
床
数
の
必
要

が
病
床
数
を

る
場
合
に
、
申
請
の
中
止
や
申
請
病
床
数
の
削
減
を
勧
告
な
ど
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
況

に
あ

る
。

．
地
域
医

構
の

成
を

る
た

の
都
道
府
県
知
事
等
の

の
追
加

に
つ
い
て

．
地
域
医

構
の

成
を

る
た

の
都
道
府
県
知
事
等
の

の
追
加

に
つ
い
て

域
医

構
想

の
達

成
を

図
る

た
め

、
構

想
区

域
に

お
い

て
病
床
数
が

に
の
病
床
数
の
必
要

に
し
て
い
る
場
合
に
は
、

構
区
域
に
医

機
関
の

設
、
増
床
等
の
許
可
の
申
請
が

て
、

必
要

な
手

続
を

経
た

上
で

、
都
道
府
県
知
事
が
許
可

を
与
え
な
い
こ
と
（

医
機
関
の
場
合
に
は
勧
告
）
が
で
き
る

こ
と

と
し

、
を

け
た

医
機

の
病

床
に

つ
い

て
は

、
が

、
保

医
機

の
指

定
を

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
規

定
す

る
。

（
公

日
施

）
６

○
地

域
医

構
が

で
実

に
成

る
よ

う、都
道

府
県

知
事

等
の

を
加

し、構
区

域
に

お
い

て
数

が
に

の
数

の
必

要
に

して
い

る
合

に
は

、当
構

区
域

に
医

機
関

の
新

規
開

設
、増

等
の

可
の

申
請

が
あ

た
合

に
、必

要
な

続
を

経
た

上
で

、都
道

府
県

知
事

が
所

要
の

対
応

を図
る

等
の

対
応

を図
る

ことが
適

当
。

基
本

的
な

考
え

方

の
内
容
（
医

・
保

）

現
状

追
加
的
な
整
備
が
可
能
な
ケ
ー
ス

基
準

病
床
数

既
存

病
床
数

病
床
数
の

必
要
量

（
2
0
2
5
）

制
で

は
追

加
増

床
が

可
能

今
後
の
対
応

新
規

開
設

、
増

床
等

の
申

請

都
道
府
県
知
事
が

許
可
を
与
え
な
い

こ
と
（

医
機
関
の
場
合
に
は

勧
告
）
が
で
き
る



施
行
日

3
0
年
度

3
1
年
度

3
2
年
度

3
3
年
度

3
4
年
度

3
5
年
度

3
6
年
度

3
7
年
度

主
要
事
項
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

医
療
提
供
体
制

・
地
域
医
療
構
想

・
第
７
次
医
療
計

画

三
師
調
査
結
果
公

表

主
な
改
正
内
容

新
た
な
医
師
の
認

定
制
度

の
創
設

H32.4.1
H32.4.1
H32.4.1
H32.4.1施

行
施
行

施
行

施
行

医
師
確
保
計
画
の

策
定

H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1施

行
施
行

施
行

施
行

地
域
医
療
対
策
協

議
会
の

役
割
の
明
確
化
等

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

地
域
医
療
支
援
事

務
の
追

加
公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

外
来
医
療
機
能
の

可
視
化

／
評
議
会
に
お
け
る

方
針
策

定
H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1施

行
施
行

施
行

施
行

都
道
府
県
知
事
か

ら
大
学

に
対
す
る
地
域
枠
／

地
元
枠

増
加
の
要
請

H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1
H31.4.1施

行
施
行

施
行

施
行

都
道
府
県
へ
の
臨

床
研
修

病
院
指
定
権
限
付
与

H32.4.1
H32.4.1
H32.4.1
H32.4.1施

行
施
行

施
行

施
行

国
か
ら
専
門
医
機

構
等
に

対
す
る
医
師
の
研
修

機
会
確

保
に
係
る
要
請
／
国

・
都
道

府
県
に
対
す
る
専
門

研
修
に

係
る
事
前
協
議

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

新
規
開
設
等
の
許

可
申
請

に
対
す
る
知
事
権
限

の
追
加

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

公
布
日
施
行

医
師
偏
在
対
策
法
の
施
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

公
布

公
布

公
布

公
布

第
７
次
医
療
計
画

H31.12
H31.12
H31.12
H31.12公

表
公
表

公
表

公
表

（（（ （
H30
H30
H30
H30年

調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

H33.12
H33.12
H33.12
H33.12公

表
公
表

公
表

公
表

（（（ （
H32
H32
H32
H32年

調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

H35.12
H35.12
H35.12
H35.12公

表
公
表

公
表

公
表

（（（ （
H34
H34
H34
H34年

調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

H37.12
H37.12
H37.12
H37.12公

表
公
表

公
表

公
表

（（（ （
H36
H36
H36
H36 年

調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

年
調
査
）

第
８
次
医
療
計
画

H
3
6
.
4
.
1

H
3
6
.
4
.
1

H
3
6
.
4
.
1

H
3
6
.
4
.
1
（
改
正
法
の
施
行

（
改
正
法
の
施
行

（
改
正
法
の
施
行

（
改
正
法
の
施
行

日
か
ら
５
年
後
）
を
目
途

日
か
ら
５
年
後
）
を
目
途

日
か
ら
５
年
後
）
を
目
途

日
か
ら
５
年
後
）
を
目
途

に
検
討
を
加
え
る

に
検
討
を
加
え
る

に
検
討
を
加
え
る

に
検
討
を
加
え
る

骨
太
の
方
針

骨
太
の
方
針

骨
太
の
方
針

骨
太
の
方
針
2017
2017
2017
2017に

基
づ
く

に
基
づ
く

に
基
づ
く

に
基
づ
く

見
直
し
時
期
（

見
直
し
時
期
（

見
直
し
時
期
（

見
直
し
時
期
（
※※※ ※
））） ）

※
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表

2
0
1
7
改
定
版
（抄
）

都
道
府
県
の
体
制
・
権
限
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
議
論
の
進
捗
、
2014年

の
法
律
改
正

で
新
た
に
設
け
た
権
限
の
行
使
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
関
係
審
議
会
等
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
。
検
討
の
結
果
に
基
づ
い
て
2020年

ま
で
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

医
師

確
保

に
つ

い
て

協
議

す
る

場

医
師

確
保

計
画

に
基

づ
く

医
師

偏
在

対
策
の

実
施

事
務

の
追

加

医
師
確
保
計
画

策
定
作
業

地
域

枠
／

地
元

枠
の

要
請

の
開

始

要
請

／
事

前
協

議
の

開
始

指
標

策
定

計
画
策
定
作
業

計
画

に
基

づ
く

取
組

の
実

施

新
制

度
に

基
づ

く
臨

床
研

修
病

院
・

募
集
定

員
の

指
定

認
定

制
度

の
開

始

新
た
な
知
事
権
限
の
運
用
開
始

７
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